
前回衆院選以降の選挙運動制度に関する主な変更点 

 

〇ポスターの品位保持 

１ ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設 

 ⑴ ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスタ

ーを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなけれ

ばならないこと。 

 ⑵ 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する選挙運動

用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若

しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝を

する等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損

なう内容を記載してはならないこと。 

 

 ２ ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設 

ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品

の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100 万円以下の罰金に処するこ

と。  

 

 

〇選挙運動に関する規格の簡素化 

１ 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化 

公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の

規格を、全ての選挙について、乗車定員１０人以下で車両総重量３.５トン未

満とすること。  

 

２ 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一  

公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター（いわゆる 「５号ポス

ター」）の規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にか

かわらず、長さ４２cm、幅４０cm以内とすること。これに伴い、個人演説会

告知用ポスターを廃止すること。 


